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末
続
浩
二
郎 

委
員
長

　
　
　
会
計
年
度
任
用
職
員

も
該
当
す
る
の
か
。

　
　
　
会
計
年
度
職
員
も
条

件
が
あ
る
が
該
当
す
る
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

（
概
要
）
妊
娠
、
出
産
等
を

申
し
出
た
職
員
に
対
し
制
度

の
説
明
と
意
思
の
確
認
を
行

う
。

（
質
疑
、
討
論
は
な
く
、
採

決
の
結
果
、
原
案
可
決
）

　
　
　
前
回
購
入
単
価
と
の

差
は
。
区
域
の
単
価
差
の
理

由
は
。

　
　
　
県
の
鑑
定
評
価
の
結

果
、
前
回
よ
り
上
昇
。
区
域

の
国
道
等
か
ら
の
距
離
に
よ

る
単
価
差
が
あ
る
。

　
　
　
企
業
誘
致
の
た
め
財

団
へ
の
職
員
派
遣
は
。
区
域

内
道
路
は
市
の
整
備
か
。

　
　
　
県
産
業
振
興
財
団
へ

の
職
員
派
遣
は
検
討
中
。
一

部
を
市
で
整
備
す
る
。

　
　
　
地
下
埋
設
物
・
地
盤

調
査
等
は
。
所
有
後
の
管
理

計
画
は
。

　
　
　
地
下
埋
設
物
・
地
盤

調
査
と
も
一
般
的
に
建
築
側

で
実
施
す
べ
き
。
管
理
は
管

財
契
約
課
で
実
施
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

　
　
　
共
同
購
入
は
考
え
な

か
っ
た
の
か
。
今
後
の
購
入

計
画
は
。

　
　
　
共
同
購
入
と
の
検
討

の
結
果
、
安
価
な
単
独
調
達

を
実
施
。
ソ
フ
ト
の
関
係
か

ら
６
年
程
度
で
の
更
新
を
計

画
し
て
い
る
。

　
　
　
講
習
会
等
の
実
施
は
。

　
　
　
新
規
採
用
時
・
半
年

後
に
講
習
会
を
実
施
。
Ｄ
Ｘ

推
進
班
で
講
習
会
を
実
施
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

〈
会
計
課
分
〉

　
　
　
手
数
料
が
高
く
な
っ

て
お
り
安
価
に
な
る
努
力
は
。

　
　
　
便
利
と
手
数
料
の
バ

ラ
ン
ス
を
考
え
よ
り
安
価
な

方
法
を
模
索
す
る
。

〈
総
務
部
関
係
〉

　
　
　
新
し
い
地
方
経
済
・

生
活
環
境
創
生
交
付
金
と
は
。

　
　
　
地
域
再
生
計
画
に
基

づ
く
事
業
に
国
の
支
援
が
あ

る
。

　
　
　
物
価
高
騰
対
応
重
点

支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金

は
今
回
計
上
分
で
終
わ
り
か
。

　
　
　
物
価
高
騰
対
策
分
は

今
回
全
額
計
上
し
た
。

　
　
　
財
源
組
替
え
は
過
疎

債
の
確
定
か
。

　
　
　
過
疎
債
か
ら
合
併
特

例
債
へ
の
組
替
え
は
県
の
過

疎
債
減
額
指
示
。

　
　
　
元
金
償
還
の
メ
リ
ッ

ト
は
。

　
　
　
繰
上
償
還
に
よ
り
、

利
息
の
軽
減
と
後
年
度
の
元

金
減
少
。

　
　
　
合
併
特
例
債
は
終
わ

り
か
。
自
転
車
歩
行
者
専
用

道
路
の
財
源
は
。

　
　
　
合
併
特
例
債
は
今
年

度
中
に
使
い
切
る
計
画
。
自

転
車
歩
行
者
専
用
道
路
は
国

の
補
助
と
過
疎
債
を
充
当
。

〈
地
域
振
興
部
関
係
〉

　
　
　
観
光
費
の
修
繕
料
の

総
額
は
。
出
捐
金
の
計
上
で

真
砂
の
清
算
は
終
了
か
。

　
　
　
修
繕
料
は
総
計
３
７

４
万
円
。
清
算
完
了
の
た
め

職
員
の
退
職
金
、
販
売
済
み

入
浴
券
の
清
算
等
に
よ
り
出

捐
金
を
計
上
。
会
社
清
算
時

に
退
職
金
が
発
生
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

　
審
査
の
た
め
請
願
者
に
出

席
要
請
し
趣
旨
の
説
明
、
紹

介
議
員
の
賛
同
理
由
の
説
明

後
、
質
疑
を
実
施
。

（
趣
旨
）
市
民
の
大
切
な
公

金
を
、
仕
事
を
し
て
い
な
い

も
の
に
全
額
、
委
任
払
い
し

て
い
る
。
許
す
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
市
長
に
弁
償
を
す

る
旨
議
会
で
告
発
す
る
べ
き
。

（
賛
同
理
由
）
請
願
に
は
紹

介
議
員
が
必
要
で
あ
り
、
も

っ
と
も
な
こ
と
だ
と
思
っ
た
。

（
質
疑
、
討
論
は
な
く
起
立

採
決
の
結
果
、
請
願
は
不
採

択
）

　
審
査
の
進
め
方
は
請
願
第

２
号
と
同
様
。

（
趣
旨
）
市
政
は
市
民
の
た

め
に
な
っ
て
い
な
い
。
市
が

倒
産
す
る
の
で
は
と
心
配
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
大
型
事
業

が
多
く
無
駄
遣
い
が
多
い
。

市
長
の
市
政
監
視
が
で
き
て

い
な
い
。
議
会
は
市
長
に
対

し
不
信
任
決
議
を
出
し
て
ほ

し
い
。

（
賛
同
理
由
）
議
会
と
し
て

動
か
ね
ば
と
思
っ
た
。
市
民

の
声
に
応
え
る
必
要
が
あ
る
。

（
質
疑
は
な
く
、
討
論
を
行

っ
た
。）

【
発
言
】

　
反
対
討
論
が
な
い
た
め
賛

成
討
論
は
控
え
る
。

（
起
立
採
決
の
結
果
、
請
願

は
不
採
択
）

【
意
見
】

　
住
民
サ
ー
ビ
ス
・
福
祉
の

向
上
の
た
め
職
員
が
働
く
資

金
が
足
り
な
く
な
る
た
め
国

に
資
金
の
要
求
を
す
る
も
の
。

（
意
見
の
後
、
討
論
を
行
っ

た
。）

【
反
対
討
論
】

　
金
が
足
り
な
い
か
ら
仕
事

に
支
障
が
あ
る
よ
う
な
文
書

で
あ
る
。
建
設
事
業
費
が
増

大
す
る
南
島
原
市
の
状
況
を

見
る
と
反
対
。

（
賛
成
討
論
は
な
く
、
採
決

を
行
っ
た
。）

（
起
立
採
決
の
結
果
、
起
立

多
数
に
よ
り
請
願
は
採
択
）
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【
議
案
第
46
号
】
財
産
の

取
得
に
つ
い
て
（
職
員
用

パ
ソ
コ
ン
購
入
）

【
議
案
第
47
号
】
令
和
７

年
度
南
島
原
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
４
号
）

【
請
願
第
２
号
】
南
島
原

市
議
会
は
南
島
原
市
長

松
本
政
博
を
告
発
す
る
件

【
請
願
第
５
号
】
地
方
財

政
の
充
実
・
強
化
に
関
す

る
意
見
書
採
択
の
お
願
い

【
議
案
第
39
号
】
南
島
原

市
職
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
条
例
の一部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

【
議
案
第
40
号
】
南
島
原

市
職
員
の
勤
務
時
間
、休
暇

等
に
関
す
る
条
例
の一部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

【
議
案
第
45
号
】
土
地
の

取
得
に
つ
い
て

総
務
委
員
長
報
告（
概
要
）

・
議
案
５
件
を
原
案
可
決

　

請
願
１
件
を
採
択　

請
願
２
件
を
不
採
択

【
請
願
第
３
号
】
地
方
自

治
法
第
１
７
８
条（
長
の

不
信
任
議
決
と
長
の
処
置
）

に
よ
り
南
島
原
市
議
会
は

松
本
市
長
の
不
信
任
議
決

の
発
議
を
発
出
の
こ
と

答
弁
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療
に
つ
い
て
は
16
名
が
申
請

さ
れ
、
妊
娠
さ
れ
た
方
が
３

名
で
18
％
で
あ
る
。

〈
監
査
事
務
局
関
係
〉

　
　
　
今
回
、
代
表
監
査
委

員
が
不
在
の
時
が
あ
っ
た
が
、

決
算
審
査
は
ど
の
よ
う
に
さ

れ
た
の
か
。

　
　
　
６
月
30
日
付
け
で
代

表
監
査
委
員
が
辞
職
さ
れ
、

議
会
選
出
の
監
査
委
員
１
名

に
よ
る
決
算
審
査
の
執
行
と

い
う
こ
と
で
、
全
課
長
、
必

要
に
応
じ
て
班
長
に
監
査
委

員
が
質
疑
を
行
い
審
査
を
行

っ
た
。

〈
農
林
水
産
部
関
係
〉

　
　
　
農
業
用
ド
ロ
ー
ン
の

散
布
普
及
支
援
事
業
補
助
金

で
、
ス
マ
ー
ト
農
業
は
増
え

て
く
る
と
思
う
が
、
ド
ロ
ー

ン
を
活
用
さ
れ
た
農
家
の
評

価
と
実
績
は
。

　
　
　
ド
ロ
ー
ン
の
農
薬
散

布
は
、
最
初
は
水
稲
関
係
が

多
か
っ
た
が
、
令
和
６
年
度

に
水
稲
へ
の
補
助
を
廃
止
後

は
、
バ
レ
イ
シ
ョ
等
で
実
施

し
て
い
る
。
ド
ロ
ー
ン
の
使

用
で
楽
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
で
、
水
稲
に
関
し
て
は
補

助
金
を
も
ら
わ
な
く
て
も
、

ド
ロ
ー
ン
に
よ
る
農
薬
散
布

が
増
え
て
い
る
。
実
績
は
、

令
和
３
年
度
９
件
、
令
和
４

年
度
７
件
、
令
和
５
年
度
25

件
と
な
っ
て
い
る
。
面
積
は
、

令
和
３
年
度
約
38 

ha
、
令
和

４
年
度
30 

ha
、
令
和
５
年
度

１
１
７
ha
と
増
え
て
い
る
。

こ
れ
は
水
稲
が
一
気
に
増
え

た
た
め
で
あ
る
。

【
反
対
討
論
】

　
こ
の
決
算
書
は
、
令
和
６

年
度
の
３
月
議
会
に
上
程
さ

れ
た
一
般
会
計
予
算
に
対
す

る
決
算
書
で
あ
り
、
そ
れ
に

関
し
て
、
世
界
遺
産
セ
ン
タ

ー
関
係
で
の
修
正
予
算
を
出

し
た
立
場
と
し
て
は
、
今
回

の
決
算
書
を
認
定
す
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
。

【
反
対
討
論
】

　
先
ほ
ど
の
同
僚
議
員
の
発

言
と
同
じ
で
、
こ
の
世
界
遺

産
セ
ン
タ
ー
建
設
に
対
し
て

は
、
14
万
人
の
誘
客
を
見
込

ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が

到
底
見
込
み
が
甘
い
と
い
う

こ
と
が
１
点
。
２
つ
目
は
サ

テ
ラ
イ
ト
オ
フ
ィ
ス
補
助
金

に
つ
い
て
、
返
還
が
い
ま
だ

に
さ
れ
て
い
な
い
。
市
長
が

早
め
に
被
害
届
を
出
し
て
い

れ
ば
、
い
い
方
向
に
い
く
よ

う
な
思
い
で
ず
っ
と
質
問
し

て
い
た
が
、
い
ま
だ
に
被
害

届
も
出
さ
な
い
。
刑
事
告
発

で
あ
っ
て
刑
事
告
訴
を
出
せ

る
立
場
で
も
あ
る
の
に
、
そ

れ
も
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に

倫
理
条
例
、
倫
理
規
程
に
対

す
る
処
分
が
な
さ
れ
て
な
い
。

３
つ
目
に
、
自
治
会
の
委
託

料
に
対
し
て
、
支
給
に
問
題

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お

り
、
こ
れ
も
理
由
。
４
つ
目
、

旧
給
食
セ
ン
タ
ー
の
備
品
の

売
払
い
で
、
電
気
製
品
な
ん

か
も
あ
る
。
大
き
い
給
食
セ

ン
タ
ー
を
建
て
て
も
う
５
年

に
な
る
。
早
め
に
利
用
で
き

る
よ
う
な
備
品
の
処
分
の
仕

方
を
指
摘
し
て
い
る
。
以
上

４
点
を
挙
げ
て
反
対
討
論
と

す
る
。

【
賛
成
討
論
な
し
】

質
疑

質
疑

答
弁

答
弁

討　
　
論

黒
岩
英
雄 

委
員
長

〈
環
境
水
道
部
関
係
分
〉

　
　
　
今
回
の
条
例
改
正
は
、

災
害
が
発
生
し
た
場
合
の
み

と
い
う
こ
と
で
理
解
し
て
い

い
の
か
。

　
　
　
そ
の
と
お
り
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

〈
環
境
水
道
部
関
係
分
〉

　
　
　
こ
の
中
で
災
害
そ
の

他
非
常
の
場
合
と
は
、
ど
の

程
度
で
、
ど
の
よ
う
な
時
か
。

　
　
　
明
確
な
規
定
は
な
い

が
、
本
市
指
定
の
工
事
店
で

は
対
応
が
困
難
な
時
だ
と
考

え
る
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

〈
建
設
部
関
係
分
〉

　
　
　
会
計
検
査
院
か
ら
指

摘
を
受
け
た
有
馬
川
の
件
だ

が
、
緊
急
自
動
車
を
通
す
た

め
の
荷
重
に
耐
え
き
れ
な
い

と
の
指
摘
で
は
な
い
か
と
思

う
。
そ
こ
で
、
緊
急
自
動
車

を
通
さ
な
け
れ
ば
、
問
題
な

い
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
会
計
検
査
院
か
ら
の

指
摘
は
、
緊
急
自
動
車
と
い

う
よ
り
も
道
路
と
し
て
の
安

全
が
担
保
さ
れ
て
い
る
の
か

と
い
う
点
で
指
摘
が
あ
り
、

設
計
の
見
直
し
が
生
じ
た
。

　
　
　
再
度
、
見
直
し
し
た

結
果
、
何
も
な
か
っ
た
ら
ど

う
な
る
の
か
。

　
　
　
事
前
調
査
を
し
た
結

果
、
強
度
の
確
認
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
再
度
、
調
査
を

実
施
す
る
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

〈
環
境
水
道
部
関
係
分
〉

　
　
　
見
積
入
札
を
し
て
か

ら
補
正
を
組
ん
だ
の
か
、
そ

れ
と
も
県
か
ら
言
っ
て
き
た

の
か
。

　
　
　
県
か
ら
移
設
の
依
頼

が
あ
り
、
対
象
範
囲
を
立
ち

会
っ
た
上
で
、
積
算
し
金
額

を
設
定
し
た
。

（
討
論
は
な
く
、
採
決
の
結

果
、
原
案
可
決
）

〈
そ
の
他
の
案
件
〉
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【
議
案
第
43
号
】
南
島
原

市
水
道
事
業
給
水
条
例
の

一部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

【
議
案
第
47
号
】
令
和
７

年
度
南
島
原
市
一般
会
計

補
正
予
算（
第
４
号
）

【
議
案
第
50
号
】
令
和
７

年
度
南
島
原
市
水
道
事
業

会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

【
認
定
第
４
号
】
令
和
６

年
度
南
島
原
市
水
道
事

業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ

い
て

【
認
定
第
５
号
】
令
和
６

年
度
南
島
原
市
下
水
道

事
業
会
計
決
算
の
認
定
に

つ
い
て

【
議
案
第
42
号
】
南
島
原

市
企
業
職
員
の
給
与
の
種

類
及
び
基
準
に
関
す
る
条

例
の一部
を
改
正
す
る
条

例
に
つ
い
て

【
議
案
第
44
号
】
南
島
原

市
公
共
下
水
道
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て 農

林
水
産・建
設
委
員
長
報
告（
概
要
）

・
議
案
５
件
を
原
案
可
決　

認
定
２
件
を
認
定　


